
おくやみ
ハンドブック

ご遺族の皆様へ

この度は大切な方のご不幸、謹んでおくやみ申し上げます。

この度、ご遺族の負担を少しでも減らすことができるよう、市役所での各種手

続きに必要な持ち物などをまとめたハンドブックを作成しました。予約制で各

種手続きのご案内や支援をする「おくやみ窓口」サービスも併せてご利用くだ

さい。

このハンドブックと「おくやみ窓口」サービスにより、ご遺族のご負担が少

しでも軽くなりましたら幸いです。

「おくやみ窓口」予約日メモ

月 日（ ） ：

常滑市

令和８年４月
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「おくやみ窓口」が利用できます
【おくやみ窓口】とは

常滑市に住民票がある人の市役所での死亡に伴う必要な手続きを軽減することを目的と

しています。必要な情報を事前に伺い、システムに入力するため、来庁者の【書く負担】を

軽減します。

おくやみ窓口」サービスの利用手順

①おくやみ窓口の予約をする。

②おくやみハンドブックP１０・１１（お客様シート）を記入する。

③当日必要な持ち物をもって来庁する。

「おくやみ窓口」予約枠

①９時１５分～ ②１０時１５分～ ③11時15分～

④１３時１５分～ ⑤１４時１５分～ になります。

※「おくやみ窓口」サービスを使わずに、直接各窓口でお手続きをすることもできます。

利用注意事項

おくやみ窓口の予約は、死亡届を提出後来庁

希望日前日の15時までにお願いします。

市役所２階市民窓口課にお越しください。

その際に、市民窓口課職員へお声がけください。 至立体駐車場

②電話

0569-47-6102
（市民窓口課直通）

電話受付時間：市役所開庁時
間（午前9時から午後4時）

予
約
方
法

①常滑市公式LINE（おすすめ）

LINEアプリから「常滑市」公式
LINE」を友達追加し、予約を

タップし、「おくやみ窓口」を選択
して予約をしてください。
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当日の流れ

戸籍に関する証明書取得については届出日から3日～7日程度かかります。（閉庁日を除く）

戸籍に関する証明書の申請と「おくやみ窓口」の利用日が同日の希望の場合は、届出日か

ら7日目以降（閉庁日を除く）におくやみ窓口のご予約を取られることをお勧めいたします。

ご遺族

おくやみ窓口(市民窓口課)

「お客様シート」に記入していた

だいた情報が各手続きの申請書等

に反映されます。

「手続きのご案内」に沿って、手続きが
必要な課をまわってください。

①「お客様シート」を提出

してください。

④【手続きのご案内】を

受け取ってください。

上記と同様の流れで順に各課に回っていただき、手続きをしていただきます。

△△△課

ご遺族

①「手続きのご案内」を提示し
てください。

③申請書等に記入していただ
きます。

職員

②手続きをご案内します。

○○〇課

申請書によっては、氏名等が印字され、記

入が不要になります。

職員

②「お客様シート」の情報をシステムに
入力します。

③【手続きのご案内（P1２】をお渡しし
ます。
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主な持ち物チェックリスト

死亡届提出後に市役所での手続きに必要な持ち物のうち、以下で該当するものがあ

れば、お持ちください。

手続きによって必要となる持ち物が違いますので、6ページ以降の「市役所でのお手

続きと必要なもの」を確認のうえ、持参してください。

亡くなった方の持ち物

ご遺族・来庁者の持ち物

□ 印 鑑 登 録 証

□ 国 民 健 康 保 険 資 格 確 認 書 又 は 後 期 高 齢 者 医 療 資 格 確 認 書 （ 交 付 を

受 け て い る 方

□ 介 護 保 険 被 保 険 者 証 ( 6 5 歳 以 上 の 方 ま た は 介 護 認 定 を 受 け て い る 方 )

□ 身 体 障 害 者 手 帳 、 療 育 手 帳 、 精 神 保 健 福 祉 手 帳 、 自 立 支 援 医 療 受 給

者 証

□ 障 が い 者 医 療 費 受 給 者 証 、 精 神 障 が い 者 医 療 費 受 給 者 証 、 後 期 高 齢

者 福 祉 医 療 費 受 給 者 証 、 子 ど も 医 療 費 受 給 者 証 、 母 子 ・ 父 子 家 庭 医 療

費 受 給 証

□ タ ク シ ー 料 金 利 用 助 成 券

□常滑市高坂墓園墓所使用許可証

□来庁者の本人確認ができる書類（必須）

・顔写真付きのもの

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障がい者手帳等

・顔写真付きのものがない場合

健康保険の資格確認書など公的機関が発行する本人確認書類+診察券、キャッシュカード等

□預貯金通帳（来庁者が相続人代表、喪主に限る）

□預貯金通帳と通帳印(新たに引き落としを始める方のもの) 

※税金の引き落としなどの口座を変更する場合

□会葬礼状または喪主のフルネームが書かれた葬儀の領収書
※亡くなった方が後期高齢者医療保険に加入されていた場合

□お客様シート（P９、10）
※「お客様シート」とは、亡くなった方や来庁者の住所、氏名、金融機関の口座等の情報を記入して

いただくシートのことです。事前にご記入いただき、お持ちください。
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市役所でのお手続きと必要なもの

区分 対象者 主な手続き 手続きに必要なもの
受付窓口
担当課

①
住
民
票

住民票上の世帯主の
方が亡くなったとき

・世帯主変更 ・なし
　※世帯員の方が手続きする場合
・同一世帯員の方からの委任状
　※別世帯員の方が手続きする場合

２階【１】
市民窓口課

☎47-6102

国民健康保険に加入
している方

・資格喪失届
・資格確認書及び各種認定証等の返還
（交付されている方）
・葬祭費支給申請
・送付先申請

・亡くなった方の資格確認書及び各種認定証等
　(世帯主の方が亡くなった場合は、あわせてその世帯
の加入者の資格確認書及び各種認定証等)
・葬祭費の振込先口座がわかるもの
　(基本的に喪主の口座)
・通帳と通帳印
   ※世帯主が亡くなった場合もしくは、登録している
口座名義人の方が亡くなった場合

国民健康保険に加入
している方のいる世帯
主の方

・世帯内の加入者全員に交付している資
格確認書及び各種認定証等の記載事項
変更（交付されている方）

・その世帯の加入者の資格確認書
・その世帯の加入者の各種認定証等
・通帳と通帳印

亡くなった方の社会保
険の扶養に入ってお
り、国民健康保険に加
入が必要な方

・国民健康保険加入の手続き ・社会保険の資格喪失証明書

後期高齢者医療保険
に加入している方

・資格確認書及び各種認定証等の返還
（交付されている方）
・葬祭費支給申請
・高額療養費等の振込口座の変更
・送付先変更申請

・亡くなった方の資格確認書
・亡くなった方の各種認定証等
・葬祭を行ったこと及び喪主が確認できるもの
   (会葬礼状または喪主のフルネームが書かれた葬儀
の領収書)
・葬祭費の振込先口座がわかるもの
　(基本的に喪主の口座)
・高額療養費等の振込先口座がわかるもの
   (基本的に相続人代表となる方の口座)

③
年
金

年金に加入している又
は受給している方

・未支給年金請求
・遺族基礎年金請求
・死亡一時金請求

▶右記にお問い合わせください。
　※加入している年金によって添付書類及び手続き先
が異なります。

２階【２】
保険年金課

☎47-6114

65歳以上の方または
介護認定を受けてい
る方

・介護保険被保険者証等の返還
・介護保険料還付届
・介護保険料の精算
・介護認定申請取下げ
・高額介護（介護予防）サービス費支給申
請書
　※上記すべて該当者のみ

・亡くなった方の介護保険被保険者証
・亡くなった方の介護保険負担割合証
・亡くなった方の負担限度額認定証
・相続人となる方の振込先口座がわかるもの
 　※上記すべて該当者のみ

介護用品クーポン券が
支給されている方

・介護用品クーポン券の返却 ・介護用品クーポン券

訪問理髪サービス利
用券が交付されてい
る方

・訪問理髪サービス利用券の返却 ・訪問理髪サービス利用券

緊急通報装置の貸与
がある方

・緊急通報装置の撤去・返却 ▶右記にお問い合わせください。

位置探索システム専用
端末機器等（GPS機器
等）の貸与がある方

・位置探索システム専用端末機器等
（GPS機器等）の返却

・位置探索システム専用端末機器等（GPS機器等）

見守りシールが交付さ
れている方

・見守りシール交付事業利用辞退届出書 ・なし

福祉電話を利用され
ている方

・福祉電話の利用中止 ▶右記にお問い合わせください。

ゴミ出し支援事業を利
用されている方

・高齢者等ごみ出し支援事業中止届 ・なし

バス運賃助成利用券
が交付されている方

・バス運賃助成利用券の返却 ・バス運賃助成利用券

②
保
険

２階【２】
保険年金課

☎47-6114

④
介
護

２階【３】
高齢介護課

☎47-6133

高
齢
者

２階【３】
高齢介護課

☎47-6133
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区分 対象者 主な手続き 手続きに必要なもの
受付窓口
担当課

市・県民税が課税され
ている方

・相続人代表者の登録 ・なし
　※相続人が複数人の場合、相続人代表者を決めてき
てください。

常滑市ナンバーの車
両を所有している方

・名義変更または廃車 ・ナンバープレート（廃車の場合）
　※毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されま
す。名義変更・廃車等は早めの手続きをお願いします。

固定資産をお持ちの
方

・相続人代表者の登録 ・なし
　※相続人が複数人の場合、相続人代表者を決めてき
てください。

共有名義の固定資産
をお持ちの方で共有
代表をされていた方

・共有代表者の変更 ・なし

未登記家屋をお持ち
の方

・未登記家屋の名義変更 ・なし
  ※書類を窓口でお渡しします。提出は後日、新所有者
が決定してからで構いません。

納税している方
(納税義務者・納税管
理人・相続人代表等)

・納税通知書等の送付先変更
・今後の納税に関する相談
・口座振替の変更・廃止

【口座振替の廃止をされる方】
・亡くなった方の印鑑（認印）
【口座振替の変更手続きをされる方】
・新たに申請される方の預貯金通帳、通帳届出印
【国民健康保険の資格喪失により還付になる方※該当
者のみ】
・相続人の方の預貯金通帳

身体障がい者手帳、療
育手帳、
精神保健福祉手帳を
お持ちの方

・手帳返還 ・亡くなった方の手帳

自立支援医療受給者
証（精神通院・育成医
療・更生医療）をお持
ちの方

・受給者証返還 ・亡くなった方の自立支援医療受給者証
  （精神通院・育成医療・更生医療）

※心身障がい者の保護者の方が亡くなっ
た場合

・亡くなった加入者（保護者）が除かれた住民票（除票）
・年金管理者（※）と年金受給権者（障がい者）の住民票
・年金管理者（※）もしくは年金受給権者（障がい者）の
振込
   先口座がわかるもの
・医師が発行する死亡診断書
  （原本又は原本証明されたもの）
・加入証書
　※設定が無い場合は不要

※心身障がい者の方が亡くなった場合 ・加入者（保護者）の住民票
・亡くなった障がい者が除かれた住民票（除票）
・加入者（保護者）の振込先口座がわかるもの
・加入証書

※扶養共済年金受給者が亡くなった場合 ・年金受給権者（障がい者）が除かれた住民票（除票）
・年金証書

特別障害者手当、
障害児福祉手当、
愛知県在宅重度障害
者手当、常滑市心身障
害者手当を受給して
いる方

・資格喪失 ・相続される方の振込先口座がわかるもの

税

２階【16】
税務課

市民税・軽自動車
税、国民健康保険

税について
☎47-6104

固定資産税につい
て

☎47‐6105

納税相談について
☎47-6106

障
が
い

２階【４】
福祉課

☎34-7744

愛知県心身障害者扶
養共済制度に加入し
ている方
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区分 対象者 主な手続き 手続きに必要なもの
受付窓口
担当課

特別児童扶養手当を
受給している方

・資格喪失届 ▶右記にお問い合わせください。

特別児童扶養手当支
給対象児童の方

・資格喪失届 ▶右記にお問い合わせください。

受給者証
（障がい福祉サービ
ス、地域相談支援、地
域生活支援事業、障が
い児通所支援）をお持
ちの方

・受給者証返還 ・亡くなった方の受給者証
   ※障がい児通所支援受給者証については、子育て支
援課へ返却してください。

障がい者タクシー乗車
券をお持ちの方

・障がい者タクシー乗車券返還 ・亡くなった方の障がい者タクシー乗車券

障がい者医療費助成
の対象の方

・資格喪失届書
・障がい者医療費受給者証の返還
・振込口座の変更

・亡くなった方の障がい者医療費受給者証
　※過去に医療費の還付申請をし未給付のものがある
場合、相続される方の振込先口座がわかるもの

精神障がい者医療費
助成の対象の方

・資格喪失届書
・精神障がい者医療費受給者証の返還
・振込口座の変更

・亡くなった方の精神障がい者医療費受給者証
　※過去に医療費の還付申請をし未給付のものがある
場合、相続される方の振込先口座がわかるもの

後期高齢者福祉医療
費助成の対象の方

・資格喪失届書
・後期高齢者福祉医療費受給者証の返還
・振込口座の変更

・亡くなった方の後期高齢者福祉医療費受給者証
　※過去に医療費の還付申請をし未給付のものがある
場合、相続される方の振込先口座がわかるもの

児童手当支給対象の
児童

・受給事由消滅または額改定（減額） ・なし

児童手当を受給して
いる方

・受給事由消滅
・未支払手当請求
・認定請求

▶右記にお問い合わせください。

児童扶養手当支給対
象の児童

・資格喪失または額改定（減額） ▶右記にお問い合わせください。

児童扶養手当を受給
している方

・受給資格者死亡届
・未支払手当請求

▶右記にお問い合わせください。

常滑市遺児手当支給
対象の児童

・資格喪失または、額改定（減額） ・なし

常滑市遺児手当を受
給している方

・資格喪失 ▶右記にお問い合わせください。

子ども医療費助成の
受給対象（子ども）の
方

・資格喪失届書
・子ども医療費受給者証の返還

・亡くなった方の子ども医療費受給者証

子ども医療費助成の
受給対象者の保護者
の方

・保護者（受給者）の変更
・振込口座の変更

・子ども医療費受給者証と受給対象者のマイナ保険証
等健康保険の加入状況が確認できるもの
　※過去に医療費の還付申請をし未給付のものがある
場合、相続される方の振込先口座がわかるもの

母子・父子家庭医療費
助成の対象の方

・資格喪失届書
・受給者証の返還
・振込口座の変更

・亡くなった方の母子・父子家庭医療費受給者証
   ※過去に医療費の還付申請をし未給付のものがあ
る場合、相続される方の振込先口座がわかるもの

就学援助申請者の方 ・就学援助変更申請 ▶右記にお問い合わせください。

小中学校に就学中の
外国籍児童・生徒の方
で、退学される方

・退学届 ▶右記にお問い合わせください。

障
が
い

２階【５】
子育て支援課
☎47-6150

２階【４】
福祉課

☎34-7744

２階【２】
保険年金課

☎47-6114

こ
ど
も

２階【５】
子育て支援課
☎47-6150

２階【２】
保険年金課

☎47-6114

2階【６】
学校教育課

☎47-6129
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区分 対象者 主な手続き 手続きに必要なもの
受付窓口
担当課

・市営住宅入居承継承認
  ※同居するご家族が引き
　 続き入居する場合

▶右記にお問い合わせください。
　※承継手続きが必要です。

・市営住宅退去届
  ※退去する場合

▶右記にお問い合わせください。
　※退去手続きに係る立会検査が必要です。

市営住宅にお住まい
の方(契約者以外の同
居人が死亡した場合)

・市営住宅同居者異動届 ▶右記にお問い合わせください。

水道の契約をしている
方

・給水中止届
　※使用をやめる場合

・検針票・納入通知書など、お客様番号を確認できるも
のがあればご持参ください。
　※閉栓の手続きが必要です。
　※インターネットによる届出も可能です。

・給水装置使用者変更届
　※引き続き使用する場合

・検針票・納入通知書など、お客様番号を確認できるも
のがあればご持参ください。
　※名義変更の手続きが必要です。
【水道料金を口座振替される方】
・振替口座がわかるもの（預貯金通帳等）
・口座名義人の印鑑（銀行届出印）

水道の権利を所有し
ている方

・水道加入権利譲渡届 ・検針票・納入通知書など、お客様番号を確認できるも
のがあればご持参ください。
　※名義変更の手続きが必要です。

下水道事業受益者負
担金を納付中または
猶予中の方

・受益者の変更
・納付代理人の変更
・登録口座の変更

▶右記にお問い合わせください。

2階【12】
下水道課

☎47-6124

墓
地

高坂墓園を使用して
いる方

・墓地使用権承継
・墓地内埋蔵物届出

【承継手続き】
・承継申請者と前使用者の関係が記載されているもの
（戸籍抄本または謄本）
・常滑市高坂墓園墓所使用許可証
　※紛失された場合、200円で再発行できます。
・年間管理料引き落とし口座通帳及び銀行印
【埋蔵物届出手続き（高坂墓園に納骨する場合）】
・火葬許可証
・常滑市高坂墓園墓所使用許可証
　※紛失された場合、200円で再発行できます。

2階【10】
都市計画課

☎47-6122

犬

犬を所有している方 ・所有者の変更 ・なし
2階【14】

生活環境課
☎47-6115

上
下
水
道

2階【13】
水道お客様セン

ター
☎35-5722

市
営
住
宅

市営住宅にお住まい
の方(契約者が死亡し
た場合)

２階【10】
都市計画課

☎47-6123
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（宛先）常滑市長

署　　　名 ←来庁者、相続人代表者、喪主のいずれかの方が署名してください。

届　出　日

①亡くなった方の情報

亡くなった方

氏　 　　名
生 年 月 日

アパート名・方書きなど

亡くなった日 配偶者の有無 有　・　無 ←該当する方を○で囲んでください。

葬 儀 の 日

　該当するものにチェックしてください⇒　□ 相続人代表者(注)（→違う場合は③も記入） □ 喪主（→違う場合は④も記入）

フリガナ

氏　 　　名 生 年 月 日

亡くなった方から見た続柄 ←「妻・夫・子・子の子・父・母など」を記入してください。

電 話 番 号

アパート名・方書きなど

〒　　　　　　－

　◎来庁者の振込先情報（還付金等の受取用です。相続人代表者・喪主ではない場合、記入は必須ではありません。）

金融機関名称 ←金融機関名を記入のうえ「銀行等」を○で囲んでください。

支店等名称

預 金 種 別 ←該当する方を○で囲んでください。

口 座 番 号 ←ゆうちょ銀行の場合「記号(５桁) - 番号(８桁)」を記入してください。

口座名義人（カナ） ←姓名の間は１文字空けて記入してください。

口座名義人（漢字）

　　(注)相続人代表者とは、各種通知書の受取・保険料等還付金の受取について、相続人を代表していただく方です。

T・S・H・R　　 　　　年　　　　月　　　　日

銀行・農協
・信用金庫

←「○○支店」まで記入してください 。
　　(ゆうちょ銀行の場合、記入不要です。）

普通　・　当座

住　　 　所

□:亡くなった方と同じ　

お客様シート

　下記届出事項については事実と相違なく、私の届出した事項につき一切の責任を負うことを同意します。
  また、下記の情報を関係各課に提供することに同意します。

令和　     　年　　 　  月 　    　日

　　

住　　 　所

〒479－

常滑市

T・S・H・R　　 　　　年　　　　月　　　　日

令和　　 　　　年　 　　　月　 　　　日

令和　　 　　　年　 　　　月　 　　　日

②来庁者の情報

■本人確認

Ⅰ マ・免・旅・在・特・障 Ⅱ 保・年 ＋（ ）

Ⅲ その他（ ）

次ページにも記入欄があります。

事前に記入のうえ、予約日当日に【市民窓口課】へ提出してください。

【記入上の注意】

「①亡くなった方の情報」、「②来庁者の情報」⇒ 必ず記入してください。

「③相続人代表者の情報」

「④喪主(葬祭費の申請者)の情報」
⇒ 該当者が「②来庁者」と違う場合には内容を記入してください。

「②来庁者」と同じ場合は、□へのチェックのみしてください。
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③相続人代表者の情報

フリガナ

氏　 　　名 生 年 月 日

亡くなった方から見た続柄 ←「妻・夫・子・子の子・父・母など」を記入してください。

電 話 番 号

アパート名・方書きなど

〒　　　　　　－

金融機関名称 ←金融機関名を記入のうえ「銀行等」を○で囲んでください。

支店等名称

預 金 種 別 ←該当する方を○で囲んでください。

口 座 番 号 ←ゆうちょ銀行の場合「記号(５桁) - 番号(８桁)」を記入してください。

口座名義人（カナ） ←姓名の間は１文字空けて記入してください。

口座名義人（漢字）

ふりがな

氏　　 　名 生 年 月 日

亡くなった方から見た続柄 ←「妻・夫・子・子の子・父・母など」を記入してください。

電 話 番 号

アパート名・方書きなど

〒　　　　　　－

　◎葬祭費等の振込先情報（喪主の口座）

金融機関名称 ←金融機関名を記入のうえ「銀行等」を○で囲んでください。

支店等名称

預 金 種 別 ←該当する方を○で囲んでください。

口 座 番 号 ←ゆうちょ銀行の場合「記号(５桁) - 番号(８桁)」を記入してください。

口座名義人（カナ） ←姓名の間は１文字空けて記入してください。

口座名義人（漢字）

【おくやみ窓口担当者記入欄】

◎各項目を職員が代筆した場合

記載内容確認
署名

←「○○支店」まで記入してください。
　 (ゆうちょ銀行の場合、記入不要です。）

普通　・　当座

住　 　　所

□:亡くなった方と同じ　

銀行・農協
・信用金庫

T・S・H・R　　 　　　年　　　　月　　　　日

　◎相続人代表者の振込先情報（還付金等の受取用）

銀行・農協
・信用金庫

④喪主（葬祭費の申請者）の情報
　※亡くなった方が国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入していた場合のみ記入

　　該当するものにチェックしてください⇒　□②に同じ　※以下の記入は不要です。

←「○○支店」まで記入してください。
　　 (ゆうちょ銀行の場合、記入不要です。）

普通　・　当座

　　該当するものにチェックしてください⇒　□ 喪主（→違う場合は④も記入）　□②に同じ　※以下の記入は不要です。

住　 　　所

□:亡くなった方と同じ　

T・S・H・R　　 　　　年　　　　月　　　　日
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〈代理人〉

住所

フリガナ

氏名

〈本人〉

住所

愛知県常滑市

フリガナ

氏名

生年月日

世帯主死亡に伴う世帯主変更

世帯主死亡日 令和　　　　年　　　　月　　　　 日

電話番号
（日中の連絡先）

委任事項

昭和・平成・西暦　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　

私は上記の者を代理人と定め、以下の事項における一切の権限を委任します。

委任状

委任状は必ず、委任者本人が全て直筆で記入してください。

※委任者以外の人が書くと無効です。

委任状に不備がある場合は、交付の申請及び届出の受領ができない場合があります。

インクまたはボールペン（消えるボールペンは無効）で記入してください。

別世帯の方の世帯主変更を行う場合、

同一住所であっても別世帯の方からの委任状が必要です。
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